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１ 指定申請について
①市町村への事前相談

・開設しようとする事業所所在地の市町村に対して、開設予定月の4～5か月
前頃に、実施する事業の内容等を説明し、事業内容が当該市町村の障害

福祉計画等に整合するか、相談を行ってください。（1月開設の場合は8～9月頃）

※事業相談シートの提出に間に合うように相談してください。



１ 指定申請について

②事業相談シートの提出

・事業相談シートを提出フォーム（ちば電子申請サービス
から、開設予定月の４か月前の末日までに提出してくだ
さい。（１月開設の場合は９月３０日まで）

・提出された事業相談シートを県で確認し、補正等が必要
な場合は対応を依頼します。

・補正等が必要となった場合、開設予定月の３か月前の
２５日までに対応してください。
（１月開設の場合は１０月２５日まで）



１ 指定申請について

③申請書類の作成

・指定申請を行う法人は、県ホームページから様式をダウン
ロードし申請書類を作成してください。

・「書類一覧」に掲載しているすべての書類のご提出が必要
となります。

※障害児通所支援の多機能型で、同日付で申請する場合、
サービス毎に様式が分かれている書類を除き、複数サー
ビスの内容を1枚にまとめることも可能。

・令和８年４月１日以降の申請等について、様式等が変更と
なる予定です。
詳細は別途お知らせします。



④事前相談（開設予定月の２か月前の１５日頃までに）

・開設予定月の２か月前の１５日頃までに第１回目の事前
相談にお越しください。
（１月開設の場合は１１月１５日頃まで）

・来庁日時については電話予約を行ってください。

・事前相談では申請書類の確認等を行います。

・開設予定事業所に配置予定の児童発達支援管理責任者の
方との面談を実施します。

１ 指定申請について



⑤書類提出（開設予定月の2か月前の末日までに）

・開設予定月の2か月前の末日までに書類の不備等を全て修正
し、申請書類を提出してください。
（１月開設の場合は11月末日まで）

※郵送の場合、末日必着でご提出いただく必要があります。

※末日が休日の場合は、翌営業日が提出期限となります。

・提出書類に不備等がある場合、申請を受理できなくなる
可能性があります。

⑥審査・指定

・審査の結果、指定要件を満たしている場合には指定通知書を
発送します。

１ 指定申請について



指定は有効期限を６年としており、６年ごとに更新が必要となります。

（例）令和８年４月１日 令和１４年４月１日 令和２０年４月１日

指定有効期限の１～２か月前までに申請書類を提出してください。

多機能型事業所で、サービスごとの指定時期が異なる場合でも、指定
更新は同じタイミングで行うことができます。

（例） 児童発達支援を令和８年４月１日に開始し、その後令和９年
４月１日に放課後等デイサービスを追加し多機能型事業所となった場
合、児童発達支援の指定有効期限日である令和１４年４月１日に両方
のサービスの更新が可能です。

２ 指定更新について

新規指定 ６年 指定更新 ６年 指定更新



３ 注意事項（新規・更新共通）

建物の安全性等の状況について（参考様式11）

・「土砂災害確認等情報」

→ちば情報マップで事業所の位置を確認し印刷

ちば情報マップ＞防災情報＞土砂災害警戒区

※更新時は、更新時点の内容に修正をお願いします。

・建築基準法、都市計画法、消防法、その他関係
法令に適合しているか、必ず申請までにご確認
ください。

※平面図や設備要件については、事前に確認する

ことも可能。



外観および内部の様子のわかる写真

備品搬入後の、支援が開始できる状態の写真を提出

事業計画書

５領域の各領域毎に具体的な支援内容を記載（支援プログラムの
添付でも可能）

送迎を行う場合

車のナンバーがわかる写真、車検証（自動車検査証記録事項）、
安全装置の設置がわかる写真（3列シート以上の場合）を提出

３ 注意事項（新規・更新共通）



４ 変更届について

報酬が上がる加算の変更（加算の新規取得、区分が上がる等）

→変更する月の前月１５日までに提出

※郵送の場合、１５日必着でご提出いただく必要があります。

※１５日が休日の場合、翌営業日が提出期限となります。

その他の変更（管理者、児童発達支援管理責任者、運営規程、
区分が下がる等）

→変更の日から１０日以内に提出



変更届提出に係る留意事項

・変更する事項により、必要な添付書類が異なります。
県ホームページの「変更届提出の際に必要な添付書類
一覧」をご確認ください。

・全ての変更において、変更届出書の提出が必要です。

・変更届出書について、変更の内容も必ずご記入くださ
い。

※加算変更の場合も同様に記入をお願いします。

４ 変更届について



・加算の変更の場合には、追加や区分変更を行う加算の種類ごとに、体制等状
況一覧表の右側に記載のある必要書類等のご提出が必要です。

４ 変更届について



新規指定・更新・変更等の手続

「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」

URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jidou/yous
hiki.htmｌ

参考（県ホームページ）



御清聴ありがとうございました。


